
 

委 託 契 約 書 

 

 

 

１ 委託業務の名称   東日本大震災・原子力災害伝承館 令和８年度 

受付・レジ会計処理業務委託事業 

 

２ 業務期間     令和８年４月 １日から 

           令和９年３月３１日まで 

 

３ 委託料の額    金          円 

         （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金         円） 

 

  上記の委託業務（以下、「委託業務」という。）について、委託者「公益財団法人 福島

イノベーション・コースト構想推進機構」を甲とし、受託者「       」を乙とし

て、次の各条項により委託契約を締結する。 

 

（業務委託の仕様等） 

第１条 乙は、別添「委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に基づき、頭書の委託料

をもって頭書の委託業務実施期間内をとおして、委託業務を完遂しなければならない。 

２ 前項の「仕様書」に明記されていない事項については、甲乙が協議して定めるものと

する。 

 

（主任管理者の選任） 

第２条 乙は、委託業務に従事する主任管理者をあらかじめ定め、書面をもって甲に通知

し、主任管理者の変更があった場合は、直ちに甲に対して通知するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請、指示等の受理、甲への依頼等を行う場合は、原則として、この

主任管理者を通じて行うものとする。 

 

（着手届） 

第３条 乙は、本契約の締結後、速やかに業務に着手し、甲に対して着手届（様式第１号）

を提出しなければならない。 

 

（業務従事者の資質保証） 

第４条 乙は、委託業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）に健康にしてかつ

甲の業務を履行するに十分な経験を有する者を選任するものとする。 

 

（作業内容の協議等） 

第５条 甲及び乙は、委託業務が完了するまでの間、その進捗状況の報告、問題点の協

議・解決、その他委託業務の履行のために必要な事項について協議を行うものとす

る。本協議の頻度等については、甲乙協議の上で定める。 

２ 乙は、甲からの指示がある場合には、受託した業務の進捗状況等について、甲が求



める時期、内容で、書面等により報告しなければならない。 

（受託者の義務） 

第６条 乙は、委託業務の履行について、関係する法律に規定された事業主としてのすべ

ての責任を負うものとする。 

２ 乙は、委託業務の遂行において第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害してはな

らない。 

３ 乙は、その使用人に対して労働基準法、及びその他労働関係法令上、使用者としての

すべての責任を負うものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第７条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、

又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでは

ない。 

 

（再委託の禁止） 

第８条 乙は、甲の許可なくして委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせては

ならない。 

 

（目的外使用の禁止） 

第９条 乙は、委託業務の履行において、甲から貸与される器材、その他備品等を、委託

業務外の用途に使用してはならない。 

 

（資料の提供） 

第１０条 乙は、委託業務の履行に関し、甲が所有する仕様書、図面、資料その他の資料 

  及び情報が必要な場合には、甲に対し、これらの資料及び情報の貸与又は開示を求める 

   ことができるものとする。 

２ 乙は、甲から貸与又は開示を受けた資料・情報（以下、「開示情報」という）の正確

性・有用性等について確認、検証の義務は負担しないものとする。 

３ 甲は、開示情報を乙に対し貸与又は開示するに当たって、乙がこれらの情報等を本件

業務の実施目的の範囲内で使用することにつき、許諾する正当な権限を有していること

を保証する。 

 

（機密の保持） 

第１１条 乙は、甲の書面による承諾を得ず、本件委託業務の実施により知り得た委託業

務の内容及び関係書類並びに甲固有の機密（以下「機密」という。）を、本契約期間は

もとより本契約終了後も、第三者に開示又は漏洩してはならない。 

２ 乙は、機密を本委託業務以外の目的のために使用してはならない。また、甲の書面に

よる承諾を得ることなしに、外部への持ち出し、複写及び複製をしてはならない。 

３ 乙は、機密を善良なる管理者の注意をもって管理し、かつ他の情報と区別して厳重に

保管しなければならない。また、委託業務を行うための必要最低限の責任者及び業務従

事者以外に機密を開示してはならない。 

４ 甲は、必要に応じて委託業務における乙の情報管理の状況を監査、聴取し、また指導

することができる。 

なお、その場合は、乙は遅滞なくその指示、指導に応じなければならない。 

 



 

（一般的損害） 

第１２条 委託業務遂行上の行為及びその過程で生じた資料等及び履行過程で発生し

た発生品についての損害は、甲の責に帰すべき場合を除き、乙の負担とする。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第１３条 本契約の履行に関して、第三者に損害を及ぼした場合は、乙は、その損害を

賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生

じたものについては、甲が負担し、その損害が甲乙双方の責めに帰すことができない

場合は、その負担について甲乙協議して定める。 

２ 前項の場合、その他、本契約の履行に関して、第三者との間に紛争を生じた場合に

おいては、甲乙協議してその処理、解決に当たるものとする。 

 

（損害賠償） 

第１４条 乙は次の各号のいずれかの事由が生じたときは、直ちにその損害を甲に賠償し

なければならない。ただし、甲が止むを得ないと認めた場合はこの限りではない。 

 一 乙が、委託業務の実施に関し、甲に損害を与えたとき。 

 二 乙が、第１１条各項の規定に反し機密を漏洩したことによって、甲に損害を与えた

とき。 

 

（契約不適合責任） 

第１５条 委託業務の内容手順に、甲乙があらかじめ合意した仕様との不一致があるとき

は、甲は乙に対してその追完を請求し、又は追完に代え、若しくは追完とともに損害の

賠償を請求することができるものとする。ただし、引き渡しから１年以上経過した場合

はこの限りではない。 

 

（事故等の報告） 

第１６条 乙は、委託業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったとき

は、直ちにその旨を甲に報告しその指示を受けること。 

２ 乙は、甲の指示に基づき速やかに必要な処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細

な報告並びに今後の方針案を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（委託業務内容の変更等） 

第１７条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容等を変更し、又は一時中止させる

ことができる。 

この場合において、甲及び乙が、変更等の内容が契約に定める金額、履行期限及び

その他契約条件に影響を及ぼすと判断したときは、変更契約を締結するものとする。 

２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し、損害の賠償を請求

することができる。この場合の損害の賠償額については甲乙協議して定める。 

 

（事情変更による契約内容の変更） 

第１８条  契約締結後において、天災地変やその他、不測の事故又は経済情勢の激変

により、契約内容が著しく不適当と認めるに至ったときは、甲又は乙は、その実情

に応じて相手方と協議の上、契約金額、履行期限その他、契約の内容を変更することが 

できる。 



２ 前項の場合において、甲又は乙が損害を受けることがあっても、原則として甲又は

乙は責任を負わないものとする。 

 

（協議解除） 

第１９条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。 

 

（甲の解除権） 

第２０条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

一 着手期日を過ぎても、正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

二 乙の責めに帰すべき理由により甲の指定した日時までに委託業務を履行しない

とき、又は委託業務を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

三 乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行にあたり、不正な行為

をしたとき。 

四 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の検査の実施にあた

り、検査を行う者の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。 

五 第２２条第１項の規定によらず、契約の解除を申し出たとき。 

六 前各号に定めるもののほか、この契約に違反し、その違反によって契約の目的を

達することができないと認められるとき。 

 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第２１条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として委託金

額の１０分の１に相当する額を甲に納付しなければならない。又、契約解除により

甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならな

い。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除

の場合は、この限りでない。 

一 前条の規定によりこの契約が解除された場合。 

二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債

務について履行不能となった場合。 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合と

みなす。 

一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法

律第７５号）の規定により選任された破産管財人。 

二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）の規定により選任された管財人。 

三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等。 

３ 第１項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第２８条の規定に基

づく履行期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除した

ときは、乙は、第１項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した

日（乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日）までの期間の日数に

応じ、委託金額に年２．５％の割合で計算した額を加えた金額を違約金として、甲に

納付しなければならない。 

４ 第１項の場合において、検査に合格した既納部分があるときは、甲はこれに相応す

る契約金額相当額を違約金の算定にあたり契約金額から控除する。 



 

（乙の解除権） 

第２２条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することがで

きる。 

一 第１７条の規定により、甲が委託業務を中止させ、又は中止させようとする場合

において、その中止期間が３か月以上に及ぶ時。 

二 第１７条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、その契 

約金額が３分の２以上減少するとき。 

三 甲が契約に違反し、その違反により委託業務の履行が不可能になったとき。 

２ 甲は、乙が前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害を及ぼしたと

きは、その損害を賠償しなければならない。この賠償額は、甲乙協議の上で定める。 

 

（解除に伴う措置） 

第２３条 第１９条から前条までの規定により契約が解除された場合において、既納部

分があるときは、甲は、当該既納部分を検査の上、相応する金額を支払い、その引渡

しを受けることができる。 

２ 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返

還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅

失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代え

てその損害を賠償しなければならない。 

 

（検査及び引渡し） 

第２４条 乙は、３月に委託業務が完了したときは、甲に対して、速やかに完了届（様

式第３号）を、その後遅滞なく実績報告書（様式第４号）を提出しなければならない。 

２ 甲は、前項の完了届及び実績報告書を受理したときは、その日から１０日以内に   

 検査を行うものとする。 

３ 前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、乙は、遅滞なく当該補 

正を行い、甲に補正完了届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再 

検査の期日については、前項の規定を準用する。 

４ 前項において発生する経費は、すべて乙の負担とする。 

５ 完了届及び実績報告書が検査に合格した日をもって、３月の委託業務の終了とする。 

６ 検査期間内に検査合格の通知がない場合において、甲から書面による異議の申し出

がないときは、検査は合格したものとみなす。 

 

（委託料の支払い） 

第２５条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、適法な請求書により、別紙

支払計画書に定める金額を甲に対して請求することができる。 

２ 甲は、前項の規定による支払いの請求を受けたときは、その日から３０日以内に支

払うものとする。 

 

（乙の請求による履行期限の延長） 

第２６条 次の各号のいずれかに該当する場合は、乙は甲に対し、遅滞なくその事由を

付した書面により履行期限の延長を求めることができる。 

一 甲による資料等の提供の懈怠、遅延、誤り等により、乙の委託業務の履行に支障

が生じるとき。 



二 天災その他不可抗力等、乙の責に帰することができない事由により、履行期限ま 

でに成果品を納入することが困難になるとき。 

２ 前項の場合の延長日数は、甲乙協議の上、定める。 

 

（履行遅延の場合における遅延利息） 

第２７条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了できない場

合において、甲が認める期日までに委託業務を完了する見込みがあると認めるときは、

甲は乙から遅延利息を徴収して当該期間を延長することができる。 

２ 甲は、前項の規定により履行期限を延長するときは、その旨を乙に通知することとし、

乙はこれに応ずるものとする。 

３ 第１項の規定による遅延利息の額は、当初の履行期限から延長後の履行期限までの

期間の日数に応じ、委託料の額に年２.５％の割合で計算した額（100 円未満の端数

があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数又はその全額を切

り捨てる。）とする。 

４ 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。 

５ 甲の責めに帰すべき事由により 第２５条の規定による委託料の支払いが遅れたと

きは、乙は甲に対してその遅延期間の日数に応じ、委託料の額に年２.５％の割合で

計算した額（当該金額に 100 円未満の端数があるとき、又はその金額が 100 円未満

であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。）の遅延利息の支払いを

請求することができる。 

６ 第１項及び前項に規定する遅延利息の額の計算につき、第３項及び前項に規定する

年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。 

 

（遅延利息等の相殺） 

第２８条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべ

き金額があるときは、甲はこれを委託料の額と相殺し、なお不足を生ずるときは更に

追徴することができる。 

２ 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかか

る債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状

況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しく

は資料の提出を求めることができる。 

３ 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽

の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の

全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。 

 

（個人情報の保護） 

第２９条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記

「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第３０条 甲及び乙は(役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者、自己の主要な出 

資者又は経営に実質的に関与する者を含む。)、暴力団、暴力団員、暴力団員でなく

なった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会

運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる

もの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約する。なお、甲又



は乙は、相手方が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号いずれか

ひとつにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。  

一 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。 

二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。  

三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもつてするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。  

四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められるとき。  

五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

２ 甲又は乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して、以下の各号いずれかひとつにで

も該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができ

る。 

一 暴力的な要求行為。 

二 法的な責任を超えた不当な要求行為。  

三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。  

四 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方

の業務を妨害する行為。 

五 その他前各号に準ずる行為。 

３ 甲は、乙が以下の各号に該当した場合には、何の催告を要せず、本契約を解除する

ことができる。  

一 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が第１項に該当することを知りな

がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

二 乙の再委託契約その他の契約の相手方が、第１項に該当することが契約後に判明

し、 甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

４ 甲又は乙(以下、本項において「解除者」という。)が、本条各項の規定により本契

約を解除した場合には、 相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補

償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方は

その損害を賠償するものとする。 

 

（契約書作成の費用） 

第３１条 この契約書及びこの契約を履行するために必要な書類等の作成に要する費

用は、甲乙各々の負担とする。 

 

（合意管轄裁判所） 

第３２条 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、甲の本庁舎所在地を管轄する裁判所

を専属管轄裁判所とする。 

 

（協議） 

第３３条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じた場合は、その都度甲乙

協議して定めるものとする。 

 

 

 

 



 

 この契約を証するため本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 令和８年４月１日 

 

 

                甲 福島県福島市中町１番１９号 

                      

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 

               

理事長  斎藤 保        印 

 

 

 

乙  

                        

     

                        

                     印 

 

               

               

 

  



 

【支払計画書】 

 

月 支払額（税込み） 

令和８年 4 月  

5 月  

6 月  

7 月  

8 月  

9 月  

10 月  

11 月  

12 月  

令和９年 1 月  

2 月  

3 月  

 

 

  



別記 

                               個人情報取扱特記事項 

 
 （基本的事項） 
第１ 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう

個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、こ

の契約が終了した後においても、同様とする。 

 ２ 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみ

だりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知さ

せるものとする。 

（収集の制限） 

第３ 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法か

つ公正な手段により収集しなければならない。 

  （目的外利用・提供の禁止） 

第４ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第

三者に提供してはならない。 

 （適正管理） 

第５ 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために

必要な措置を講じなければならない。 

  （複写・複製の禁止） 

第６ 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、

又は複製してはならない。  

 （作業場所の指定等） 

第７ 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分（以下「個人情報取扱事務」という。）について、甲の指定する場所で行

わなければならない。 

 ２ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を

持ち出してはならない。 

 （資料等の返還等） 

第８ 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了

後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。  

   ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。 

  （事故発生時における報告） 

第９ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の

指示に従うものとする。 

 （調査等） 

第 10  甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告

を求めることができる。 

 （指示） 

第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。 

 （再委託に伴う措置） 

第 12 乙は、契約書第 8 条に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報

の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。 

 （損害賠償） 

第 13 乙又は乙の従事者（乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべき事由により、業務に

関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償し

なければならない。 

 ２ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなけ

ればならない。 

 （契約解除） 

第 14  業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこ

の契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は、契約書本文の定めるところによる。 


